
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

31 植物防疫法施行細則の一部を改正する規則 (農産物安全・流通
課)

10

30 三重県歯科技工士修学資金貸与規則の一部を改正する規則 ( 健 康 推 進 課 ) 7

32 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 ( 建 築 開 発 課 ) 11

2

令和7年3月31日 (月)

号　外

規 則

三重県公報

29 三重県県税条例施行規則の一部を改正する規則 ( 税 務 企 画 課 )

令和7年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

1



 

規 則 

 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 九 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事

務 ）  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事

務 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 の 表 第 三 号 の 項 に 規 定 す る

規 則 で 定 め る 事 務 は 、 自 動 車 税 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 の

賦 課 徴 収 に 関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う も の

に 限 る 。 ） 、 納 税 の 猶 予 に 関 す る も の 、 納 税 通 知 書 発

付 後 の 県 税 事 務 所 長 が 行 う 交 付 要 求 、 繰 上 徴 収 及 び 繰

上 差 押 え に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う 督 促 状 発

付 を 含 む 。 ） 、 繰 上 徴 収 を し た 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び

滞 納 処 分 に 関 す る も の 並 び に 督 促 状 発 付 後 の 当 該 徴

収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関 す る も の と す る 。  

２  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 の 表 第 三 号 の 項 に 規 定 す る

規 則 で 定 め る 事 務 は 、 自 動 車 税 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 の

賦 課 徴 収 に 関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う も の

に 限 る 。 ） 、 納 税 の 猶 予 に 関 す る も の 並 び に 督 促 状 発

付 後 の 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関 す る も の

と す る 。  

（ 申 告 書 及 び 申 出 書 ）  （ 申 告 書 及 び 申 出 書 ）  

第 三 十 五 条  条 例 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 不 動 産

を 取 得 し た 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 並 び に 条 例 第 六 十

条 第 四 項 及 び 第 六 十 八 条 第 五 項 に 規 定 す る 申 告 は 、 第

四 十 二 号 様 式 に よ る 。  

第 三 十 五 条  条 例 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 不 動 産

を 取 得 し た 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 並 び に 条 例 第 六 十

条 第 四 項 及 び 第 六 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 申 告 は 、 第

四 十 二 号 様 式 に よ る 。  

２  条 例 第 五 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 補 正 を 申 し 出 る

場 合 の 申 出 書 は 、 第 四 十 二 号 様 式 の 二 に よ る 。  

２  条 例 第 五 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 補 正 を 申 し 出 る

場 合 の 申 出 書 は 、 第 四 十 二 号 様 式 の 二 に よ る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 申 告 期 限 の 特 例 ）  （ 申 告 期 限 の 特 例 ）  

第 三 十 五 条 の 二  条 例 第 六 十 条 第 四 項 及 び 第 六 十 八 条 第

五 項 に 規 定 す る 「 知 事 が 別 に 定 め る 日 ま で の 間 」 は 、

「 そ の 事 由 が や ん だ 日 か ら 六 十 日 以 内 」 と す る 。  

第 三 十 五 条 の 二  条 例 第 六 十 条 第 四 項 及 び 第 六 十 八 条 第

四 項 に 規 定 す る 「 知 事 が 別 に 定 め る 日 ま で の 間 」 は 、

「 そ の 事 由 が や ん だ 日 か ら 六 十 日 以 内 」 と す る 。  

（ 市 町 長 の 不 動 産 の 価 格 等 の 通 知 ）  （ 市 町 長 の 不 動 産 の 価 格 等 の 通 知 ）  

第 三 十 六 条  法 第 七 十 三 条 の 十 八 第 四 項 の 規 定 に よ る 不

動 産 の 取 得 の 事 実 の 通 知 及 び 条 例 第 六 十 七 条 の 規 定

に よ る 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 さ れ た 価 格 等 の 通 知

は 、 第 四 十 三 号 様 式 の 不 動 産 取 得 通 知 書 に よ る も の と

す る 。  

第 三 十 六 条  法 第 七 十 三 条 の 十 八 第 三 項 の 規 定 に よ る 不

動 産 の 取 得 の 事 実 の 通 知 及 び 条 例 第 六 十 七 条 の 規 定

に よ る 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 さ れ た 価 格 等 の 通 知

は 、 第 四 十 三 号 様 式 の 不 動 産 取 得 通 知 書 に よ る も の と

す る 。  

（ 土 地 に 対 す る 減 額 等 の 申 請 書 ）  （ 土 地 に 対 す る 減 額 等 の 申 請 書 ）  

第 三 十 八 条  条 例 第 六 十 八 条 第 七 項 、 第 七 十 一 条 の 二 第

一 項 若 し く は 第 七 十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 提

出 す る 減 額 申 請 書 、 条 例 第 七 十 一 条 の 四 第 一 項 若 し く

は 第 七 十 一 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 免 除

申 請 書 又 は 条 例 第 七 十 一 条 第 二 項 、 第 七 十 一 条 の 二 第  

第 三 十 八 条  条 例 第 六 十 八 条 第 五 項 、 第 七 十 一 条 の 二 第

一 項 若 し く は 第 七 十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 提

出 す る 減 額 申 請 書 、 条 例 第 七 十 一 条 の 四 第 一 項 若 し く

は 第 七 十 一 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 免 除

申 請 書 又 は 条 例 第 七 十 一 条 第 二 項 、 第 七 十 一 条 の 二 第  
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 六 項 、 第 七 十 一 条 の 三 第 六 項 若 し く は 第 七 十 一 条 の 四

第 六 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 徴 収 金 の 還 付 申 請 書 は 、

第 四 十 五 号 様 式 に よ る 。  

 六 項 、 第 七 十 一 条 の 三 第 六 項 若 し く は 第 七 十 一 条 の 四

第 六 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 徴 収 金 の 還 付 申 請 書 は 、

第 四 十 五 号 様 式 に よ る 。  
第 二 十 三 号 様 式 の 二 （ そ の 二 ） 中 「 同条例附則第 14 条、同条例附則第 14 条の 2 」 を 「 同条例附則第 14 条」 に 、

「同条例附則第 14条の 2 の 2 」 を 「 同条例附則第 14条の 2の 3 」 に 改 め る 。  

第 四 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第40号様式（第31条関係） 

（表） 

受付印 

法 人 
開 始
設 置

 申 告 書 

※
処
理
欄 

電算登録 納 税 者 番 号 

  

年  月  日 

（フ  リ  ガ  ナ） 
法 人 名  

法 人 番 号  

 本 店 所 在 地 
〒 
 

電話（   ）   ―     

 
（フ  リ  ガ  ナ） 
代 表 者 氏 名   

 県税事務所長 宛て この申告に応答する者 
氏名                   

電話（   ）   ―     

三重県県税条例第45条第１項の
規定により、申告します。 

送付先 
・ 

連絡先 

□本店所在地 
□代表者住所 
□その他 

〒          ビル名、室名、号室等 
 

電話（   ）   ―     

開始 
年月日 

  年  月  日 
（本店所在地が三重県の場合のみ） 

設置 
年月日 

  年  月  日 
（本店所在地が三重県以外の場合のみ） 

資 本 金 の 額 円 

事 

業 

の 

種 

類 

□製造業 （具体的に       業） 

□その他 （具体的に       業） 
資本金の額及
び資本剰余金
の額の合算額 

円 

公益法人等で
ある場合 

□収益事業を行う。 

□収益事業を行わない。 資本金の額及
び資本準備金
の額の合算額 

円 

一般社団法人
又は一般財団
法 人 で あ る 
場合 

□非営利型法人 

□非営利型法人以外 
資本金等の額 円 

事 業 年 度 （自）  月  日（至）  月  日 

事務所等
の所在県
数 

□三重県内のみに事務所等がある。 

□三重県以外の都道府県にも事務所等が
ある。 
（事務所等が所在する 

都 道 府 県 の 数：     県) 

申 告 期 限 の 
 

延 長 の 有 無 

事業税 
有
無 

・  ・ 
・  ・ 

か
ら 

月
間 

県民税 
有
無 

・  ・ 
・  ・ 

か
ら 

月
間 

県内事業所の名称及び所在地 

名
称 

 

所
在
地 

 
 

電話（  ）  ―         

設 立 の 形 態 
１ 個人企業を法人組織とした法人  ２ 合併により設立とした法人 
３ 新設分割により設立した法人（□分割型 □分社型 □その他） 
４ その他（                          ） 

設立の形態が１か
ら３までである場
合の設立前の個人
企業、合併により
消滅した法人又は
分割法人の状況 

事業主の氏名、合併により消滅した法
人の名称又は分割法人の名称 

左の住所又は本店所在地 

  

  

設立の形態が合併
又は分割の場合の
適 格 区 分 

適格・その他（  年  月  日） 
グループ通
算制度 □通算親法人 □通算子法人 

開始又は設置
した法人が通
算子法人であ
る 場 合 

通 算 親 法 人 名  
適用開始 
事業年度 

（自） 年 月 日 
（至） 年 月 日 

通算親法人の本店所在地  
電話（   ）   ―     

添 付 
書類等 

１ 定款、規約、寄附行為等の写し       ２ 登記事項証明書の写し 
３ 合併契約書の写し（合併による場合）    ４ 分割契約書の写し（会社分割による場合） 
５ グループ通算に関する法人税の届出書類等の写し ６ その他（              ） 

関与税理士 氏名  所在地 
 

電話（   ）   ―     

注 記載要領については裏面によります。 
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（裏） 

法人開始・設置申告書の記載要領 

 新たに法人を設立した場合又は三重県に支店等を設置した場合には、その設立の日以後30日

以内にこの申告書を所管県税事務所長に提出しなければならないことになっています。下記の

記載方法を参考としてこの申告書を作成し、添付書類を添えて提出してください（既に設立又

は設置の申告をしている法人が、申告内容を変更し、又は廃止する場合は、「法人変更・廃止申

告書」を使用してください。）。 

 なお、提出にあたっては、この申告書１通（控えが必要な場合は２通）と、次の書類を１通

添付して提出してください。 

１ 定款、寄附行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 

２ 設立の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本の写し 

３ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 

４ 分割により法人を設立した場合における分割契約書の写し 

  （各欄の記載方法） 

１ 「法人番号」欄には、法人番号（13桁）を記入し、「本店所在地」欄には、登記上の本店の

所在地を記載してください。 

２ 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を記載してください。 

３ 「送付先・連絡先」欄には、該当する□にレ点を付し、当該所在地を記載してください。

なお、本店所在地を送付先とする場合には当該所在地欄の記載は不要です。 

４ 新たに法人を設立した場合には、「開始年月日」欄に登記簿に記載されている設立登記年月

日を記載してください。県内に支店等を設置した場合には、「設置年月日」欄に設置した年月

日を記載してください。 

（注）合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分

割設立法人の設立登記の日を記載してください。 

５ 「資本金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記載し、「資本金の額及び資

本剰余金の額の合算額」欄には、資本金の額又は出資金の額及び資本剰余金の額（これらに

準ずる金額を含みます。）の合計額を記載し、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」欄

には、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を記載し、「資本金等の額」欄には、地方税法

第23条第１項第４号の２に規定する資本金等の額を記載してください。 

６ 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 

７ 「申告期限の延長の有無」欄には、新たに支店等を設置した場合に、既に地方税法第72条

の25第３項及び第５項（同法第72条の28第２項において準用する場合を含みます。）並びに法

人税法第75条の２（同法第144条の8において準用する場合を含みます。）の規定により申告書

の提出期限の延長の承認を受けているときは、「有」を○で囲み、承認を受けた事業年度及び

延長月数を記載してください。なお、申告期限の延長には別途手続が必要です。 

８ 「事業の種類」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に

営んでいる事業又は営む予定の事業の種類を記載してください。「公益法人等である場合」欄

は、地方税法第24条第５項に規定する公益法人等が記載してください。また、「一般社団法人

又は一般財団法人である場合」欄の「非営利型法人」とは、法人税法第２条第９号の２に規

定する法人をいいます。非営利型法人に該当するときは、「公益法人等である場合」欄で収益
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事業の有無についても記入してください。 

９ 「事務所等の所在県数」欄は、該当する□にレ点を付してください。「三重県以外の都道府

県にも事務所等がある。」を選択した場合は、事務所等が所在する都道府県の数（三重県を含

みます。）を記載してください。 

10 「県内事業所の名称及び所在地」欄には、その名称及び所在地を記載してください。 

11 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。新設分割により設立

した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第12号の９（分割型分割）に該当す

るときは「分割型」、同条第12号の10（分社型分割）に該当するときは「分社型」又は分割承

継法人の株式等を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付するものであるときは

「その他」のそれぞれの□にレ点を付してください。 

 なお、１から３までを選択した場合は、「設立の形態が１から３までである場合の設立前の

個人企業、合併により消滅した法人又は分割法人の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏

名及び住所又は合併により消滅した法人若しくは分割法人の名称及び本店所在地を記載して

ください。 

 また、１を選択した場合は、別途「事業開始等申告書（個人事業税）」による個人企業の廃

止申告が必要です。 

12 「設立の形態が合併又は分割の場合の適格区分」欄には、「設立の形態」欄で２又は３を選

択した場合に、その合併又は分割が、法人税法第２条第12号の８（適格合併）又は同条第12

号の11（適格分割）に該当するときは「適格」、該当しないときは「その他」の文字を○で囲

み、合併期日又は分割期日を記載してください。 

13 「グループ通算制度」欄は、法人税法第64条の９の承認を受ける通算法人である場合は、

該当する□にレ点を付してください。 

 なお、通算法人である場合には、別途「法人税に係るグループ通算制度の適用に関する報

告書」を提出する必要があります。 

14 「開始又は設置した法人が通算子法人である場合」欄は、開始又は設置と同時に通算子法

人となった場合にのみ記載してください。 

15 「添付書類等」欄には、この申告書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

16 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

17 ※印欄は、県税事務所の処理欄ですので記載しないでください。 
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 第 四 十 二 号 様 式 中 「 第 2 条第 15 項」 を 「第 2 条第 16 項 」 に 改 め る 。  

 第 四 十 三 号 様 式 中 「 第 73 条の 18 第 3 項」 を 「第 73 条の 18 第 4 項 」 に 改 め る 。  

 第 四 十 五 号 様 式 及 び 第 四 十 六 号 様 式 中 「 第 2 条第 15 項」 を 「第 2 条第 16 項 」 に 改 め 、 「 □本人の健康保険証 」

を 削 る 。  
附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら

施 行 す る 。  

一  第 三 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 三 十 五 条 の 二 、 第 三 十 六 条 並 び に 第 三 十 八 条 の 改 正 規 定 並 び に 第 四 十 三

号 様 式 の 改 正 規 定  公 布 の 日  

二  第 二 十 三 号 様 式 の 二 （ そ の 二 ） の 改 正 規 定 （ 「 同条例附則第 14 条の 2 の 2 」 を 「 同条例附則第 14 条の 2 の

3 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ）  令 和 八 年 四 月 一 日  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 告 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ

れ た 申 告 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 号  

   三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  指 定 機 関  法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 歯 科 技 工

所 （ 以 下 「 歯 科 技 工 所 」 と い う 。 ） で 、 法 第 二 十 一

条 第 一 項 に 規 定 す る 三 重 県 知 事 又 は 四 日 市 市 長 に

届 出 の あ る も の 並 び に 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第

二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 及 び 同

条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の う ち 、 歯 科 技 工 所 と 同

程 度 の 構 造 設 備 を 有 す る 歯 科 技 工 室 を 設 置 し 、 か

つ 、 歯 科 技 工 に 係 る 実 務 経 験 を 五 年 以 上 有 す る 者 が

在 籍 す る 病 院 及 び 診 療 所 で 、 県 内 に あ る も の を い

う 。  

三  指 定 機 関  法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 歯 科 技 工

所 で 、 法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 三 重 県 知 事 又

は 四 日 市 市 長 に 届 出 の あ る 歯 科 技 工 所  

 第 四 号 様 式 及 び 第 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

令和7年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

7



第 4 号様式（第 15 条関係） 

 

 歯科技工士修学資金返還免除申請書 

年  月  日  

 三重県知事 宛て 

住 所                  

氏 名                  

電話番号                 

 歯科技工士修学資金の返還免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

貸与を受けた者の修

学 生 番 号 及 び 氏 名 
  

貸 与 を 受 け た 期 間 

      年   月   日 から 

箇月間  

      年   月   日 まで 

返 還 未 済 の

修 学 資 金 の 額 
円        

免 除 を 受 け

よ う と す る 額 
円        

歯科技工士として業

務 に 従 事 し た県内の

指 定 機 関 の 

名 称 及 び 在 職 期 間 

名    称 在職期間 

 箇月間  

歯科技工士の免許を取

得 し た 年 月 日 
      年   月   日  

死 亡 又 は 免 職に

つ い て の 事 実 
  

死 亡 又 は 免 職の

年 月 日 
      年   月   日  

休 職 又 は 停 職の

有 無 又 は 期 間 
  

備 考 

 添付書類 

  １ 在職に関する事項を証する書面 

  ２ 免許取得に関する事項を証する書面 

  ３ 休職又は停職の有無及び期間を証する書面 

  ４ 従事した指定機関が病院又は診療所の場合、当該指定機関の歯科技工設備の概要及び実

務経験５年以上の歯科技工士の在籍を証する書面 

  ５ その他事実を証する書面 
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第 5 号様式（第 15 条関係） 

 

歯科技工士修学資金返還猶予申請書 

年  月  日  

 三重県知事 宛て 

修学生番号（    ）          

住 所                  

氏 名                  

電話番号                 

 歯科技工士修学資金の返還猶予を受けたいので、次のとおり申請します。 

貸 与 を 受 け た 期 間 

      年  月  日 から 

箇月間  

      年  月  日 まで 

返還未済の修学資金の額  円  

猶予を受けようとする期間 
      年  月  日 から 

      年  月  日 まで 
箇月間  

猶予を受けようとする理由 

○ 規則第13条による当
然猶予を受けようとす
るときは、在学する養成
施設の名称を記入する
こと。 

○ 規則第14条第１号に
よる裁量猶予を受けよ
うとするときは、在職す
る指定機関の名称を記
入すること。 

  

備 考 

 添付書類 

  １ 在職又は在学を証する書面 

  ２ 歯科技工士の免許取得を証する書面 

  ３ 災害、疾病、その他の理由により猶予を受けようとするときは、それを証する書面 

  ４ 在職する指定機関が病院又は診療所の場合、当該指定機関の歯科技工設備の概要及び実

務経験５年以上の歯科技工士の在籍を証する書面 
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） に お い て 返 還 期 日 の 到 来 し て い な い 修 学 資 金 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 返 還 期 日

の 到 来 し た 修 学 資 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

植 物 防 疫 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 一 号  

   植 物 防 疫 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 植 物 防 疫 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 病 害 虫 防 除 員 の 任 命 ）  （ 病 害 虫 防 除 員 の 任 命 ）  

第 二 条  病 害 虫 防 除 員 は 、 市 町 長 、 農 業 協 同 組 合 長 又 は

農 業 共 済 組 合 長 （ 以 下 「 市 町 長 等 」 と い う 。 ） の 推 薦

に よ り 知 事 が 任 命 す る 。  
第 二 条  病 害 虫 防 除 員 は 、 市 町 長 、 農 業 協 同 組 合 長 、 農

業 共 済 組 合 長 又 は 農 業 共 済 組 合 事 務 組 合 長 （ 以 下 「 市

町 長 等 」 と い う 。 ） の 推 薦 に よ り 知 事 が 任 命 す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 病 害 虫 防 除 員 の 任 務 ）  （ 病 害 虫 防 除 員 の 任 務 ）  

第 五 条  病 害 虫 防 除 員 は 、 防 除 所 長 の 指 示 に 従 い 、 そ の

担 当 す る 市 町 内 の 病 害 虫 防 除 事 業 に 関 し 、 次 の 事 務 に

従 事 す る も の と す る 。  

 一  （ 略 ）  

二  病 害 虫 の 発 生 状 況 を 巡 視 し 、 発 生 予 察 の 情 報 を 集

め 警 報 等 の 伝 達 そ の 他 必 要 な 事 項 を 行 う こ と （ 次 条

に お い て 「 発 生 予 察 調 査 」 と い う 。 ） 。  

三  （ 略 ）  

第 五 条  病 害 虫 防 除 員 は 、 防 除 所 長 の 指 示 に 従 い 、 そ の

担 当 す る 市 町 内 の 病 害 虫 防 除 事 業 に 関 し 、 次 の 事 務 に

従 事 す る も の と す る 。  

 一  （ 略 ）  

二  病 害 虫 の 発 生 状 況 を 巡 視 し 、 発 生 予 察 の 情 報 を 集

め 警 報 等 の 伝 達 そ の 他 必 要 な 事 項 を 行 う こ と 。  

 

三  （ 略 ）  

（ 発 生 予 察 調 査 の 委 託 ）  

第 六 条  防 除 所 長 は 、 前 条 第 二 号 の 規 定 に よ り 病 害 虫 防

除 員 が 行 う 発 生 予 察 調 査 の 一 部 を 農 業 協 同 組 合 そ の

他 職 務 が 遂 行 可 能 な 組 織 に 委 託 す る こ と が で き る 。  

 

第 七 条 ・ 第 八 条  （ 略 ）  第 六 条 ・ 第 七 条  （ 略 ）  

 （ 防 除 計 画 ）  

 第 八 条  防 除 所 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 、

知 事 が 防 除 計 画 を 告 示 し た 時 は 、 直 ち に 市 町 別 防 除 計

画 を た て る と と も に 、 そ の 実 勢 細 目 を 市 町 長 に 指 示 し

な け れ ば な ら な い 。  

  ２  防 除 所 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 防 除 計 画 を 指 示 し た

と き は 、 そ の 結 果 を 知 事 に 報 告 す る と と も に 、 中 央 農

業 改 良 普 及 セ ン タ ー 所 長 、 そ の 地 域 を 所 管 す る 農 林 水

産 事 務 所 、 農 林 事 務 所 又 は 農 政 事 務 所 の 長 、 病 害 虫 防

除 員 及 び そ の 他 の 関 係 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 防 除 勧 告 ）  

 第 九 条  防 除 所 長 は 、 市 町 に お け る 病 害 虫 防 除 の 実 施 方

法 が 適 当 で な い と 認 め た と き は 、 そ の 市 町 長 に 対 し 、

完 全 な 防 除 を 実 施 さ せ る た め 必 要 な 勧 告 を す る こ と

が で き る 。  

第 九 条  （ 略 ）  第 十 条  （ 略 ）  

（ 事 業 報 告 ）  （ 事 業 報 告 ）  
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第 十 条  防 除 所 長 は 、 病 害 虫 防 除 所 の 事 業 概 要 及 び 諸 調

査 の 結 果 を 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 一 条  防 除 所 長 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 病 害

虫 防 除 所 の 事 業 概 要 及 び 諸 調 査 の 結 果 を 知 事 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 二 号  

   建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

第 一 条  建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 書 類 の 経 由 ）  （ 書 類 の 経 由 ）  

第 三 条  法 、 政 令 、 省 令 、 条 例 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ

り 、 知 事 又 は 建 築 主 事 に 提 出 す る 申 請 書 、 届 書 及 び 通

知 書 （ 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 に 限

る 。 ） は 、 当 該 申 請 、 届 出 又 は 通 知 に 係 る 道 路 又 は 建

築 物 若 し く は 工 作 物 の 敷 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町

の 長 に 提 出 し 、 建 設 事 務 所 の 長 （ 以 下 「 所 長 」 と い う 。 ）

を 経 由 す る も の と す る 。 た だ し 、 法 第 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 完 了 検 査 申 請 書 、 法 第 十 八 条 第 二 十 項 の 規 定

に よ る 工 事 完 了 通 知 書 、 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に

よ る 中 間 検 査 申 請 書 及 び 法 第 十 八 条 第 二 十 八 項 の 規

定 に よ る 特 定 工 程 工 事 終 了 通 知 書 （ こ れ ら の 規 定 を 法

第 八 十 七 条 の 四 又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第

二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第 六 条 の 二

第 一 項 に 規 定 す る 確 認 を 受 け よ う と す る 建 築 物 の 計

画 に 係 る 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 書 、 法 第 七

十 七 条 の 二 十 一 に 規 定 す る 指 定 確 認 検 査 機 関 （ 以 下

「 指 定 確 認 検 査 機 関 」 と い う 。 ） か ら 提 出 さ れ る 申 請

書 及 び 届 書 、 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準 用 す る 法 第

六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 申 請 書 並 び に 法 第 八 十

七 条 の 四 に お い て 準 用 す る 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 計 画 通 知 書 を 除 く 。  

第 三 条  法 、 政 令 、 省 令 、 条 例 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ

り 、 知 事 又 は 建 築 主 事 に 提 出 す る 申 請 書 、 届 書 及 び 通

知 書 （ 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 に 限

る 。 ） は 、 当 該 申 請 、 届 出 又 は 通 知 に 係 る 道 路 又 は 建

築 物 若 し く は 工 作 物 の 敷 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町  

の 長 に 提 出 し 、 建 設 事 務 所 の 長 （ 以 下 「 所 長 」 と い う 。 ）

を 経 由 す る も の と す る 。 た だ し 、 法 第 七 条 第 一 項 （ 法

第 八 十 七 条 の 四 又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 完 了

検 査 申 請 書 、 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 中 間 検

査 申 請 書 、 法 第 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 確 認 を 受 け

よ う と す る 建 築 物 の 計 画 に 係 る 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 届 書 、 法 第 七 十 七 条 の 二 十 一 に 規 定 す る 指 定

確 認 検 査 機 関 （ 以 下 「 指 定 確 認 検 査 機 関 」 と い う 。 ）

か ら 提 出 さ れ る 申 請 書 及 び 届 書 、 法 第 八 十 七 条 の 四 に

お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 申 請

書 並 び に 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準 用 す る 法 第 十 八

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 を 除 く 。  

（ 工 事 の 取 り や め ）  （ 工 事 の 取 り や め ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  指 定 確 認 検 査 機 関 は 、 建 築 主 又 は 築 造 主 が 法 第 六 条

の 二 第 一 項 又 は 法 第 十 八 条 第 四 項 （ 法 第 八 十 七 条 第 一

項 、 法 第 八 十 七 条 の 四 又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く

は 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 条 に お い て

同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 建 築 物

又 は 工 作 物 の 工 事 を 取 り や め た こ と を 知 つ た と き は 、

工 事 取 り や め 報 告 書 （ 第 三 号 様 式 の 二 ） に よ り 知 事 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  指 定 確 認 検 査 機 関 は 、 建 築 主 又 は 築 造 主 が 法 第 六 条

の 二 第 一 項 （ 法 第 八 十 七 条 第 一 項 、 法 第 八 十 七 条 の 四

又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る

確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 建 築 物 又 は 工 作 物 の 工 事 を 取

り や め た こ と を 知 つ た と き は 、 工 事 取 り や め 報 告 書 （ 第

三 号 様 式 の 二 ） に よ り 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 記 載 事 項 等 の 変 更 ）  （ 記 載 事 項 等 の 変 更 ）  

第 七 条  （ 略 ）  第 七 条  （ 略 ）  

２  指 定 確 認 検 査 機 関 は 、 法 第 六 条 の 二 第 一 項 又 は 法 第

十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た
２  指 定 確 認 検 査 機 関 は 、 法 第 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

よ る 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 建 築 物 又 は 工 作 物 の 工 事
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建 築 物 又 は 工 作 物 の 工 事 が 完 了 す る 前 に 、 そ れ ぞ れ 省

令 第 三 条 の 五 第 三 項 各 号 又 は 省 令 第 八 条 の 二 第 七 項

各 号 に 定 め る 書 類 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ つ た こ と を

知 つ た と き は 、 報 告 事 項 変 更 報 告 書 （ 第 四 号 様 式 の 二 ）

に 変 更 後 の 内 容 を 記 載 し た 当 該 書 類 を 添 え て 、 知 事 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

が 完 了 す る 前 に 、 省 令 第 三 条 の 五 第 三 項 各 号 に 定 め る

書 類 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ つ た こ と を 知 つ た と き は 、

報 告 事 項 変 更 報 告 書 （ 第 四 号 様 式 の 二 ） に 変 更 後 の 内

容 を 記 載 し た 当 該 書 類 を 添 え て 、 知 事 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  前 二 項 に 規 定 す る 変 更 に つ い て 、 法 第 六 条 第 四 項 、

法 第 六 条 の 二 第 一 項 、 法 第 十 八 条 第 三 項 又 は 法 第 十 八

条 第 四 項 の 規 定 に よ る 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た と き

は 、 前 二 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

３  前 二 項 に 規 定 す る 変 更 に つ い て 、 法 第 六 条 第 四 項 、

法 第 六 条 の 二 第 一 項 又 は 法 第 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た と き は 、 前 二 項 の 規 定 は 適

用 し な い 。  

（ 完 了 検 査 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 ）  （ 完 了 検 査 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 ）  

第 八 条 の 二  省 令 第 四 条 第 一 項 第 六 号 （ 省 令 第 四 条 の 四

の 二 又 は 省 令 第 八 条 の 二 の 二 で 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 知 事 が 必 要 と

認 め る 図 書 （ 次 の 各 号 に 該 当 す る 建 築 物 に あ っ て は 、

当 該 図 書 に 加 え 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 図 書 ） を

添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ ら の 図

書 の う ち 既 に 建 築 主 事 又 は 指 定 確 認 検 査 機 関 に 提 出

し た 図 書 に つ い て は 、 同 種 の 図 書 を 添 付 す る こ と を 要

し な い 。  

第 八 条 の 二  省 令 第 四 条 第 一 項 第 六 号 （ 省 令 第 四 条 の 四

の 二 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め

る 書 類 は 、 知 事 が 必 要 と 認 め る 図 書 （ 次 の 各 号 に 該 当

す る 建 築 物 に あ っ て は 、 当 該 図 書 に 加 え 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る 図 書 ） を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 こ れ ら の 図 書 の う ち 既 に 建 築 主 事 又 は 指

定 確 認 検 査 機 関 に 提 出 し た 図 書 に つ い て は 、 同 種 の 図

書 を 添 付 す る こ と を 要 し な い 。  

一 ・ 二  ( 略 ) 一 ・ 二  （ 略 ）  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 

区 分  （ い ） 建 築 主 事 が 行 う 事 務  

（ ろ ）  所

管 区

域  

（ は ） 建 築

主 事 の

所 属  

  区 分  （ い ） 建 築 主 事 が 行 う 事 務  

（ ろ ）  所     

管 区

域  

（ は ） 建 築    

主 事 の

所 属  

 

 一  （ 一 ）  （ 略 ）  

（ 二 ） 法 第 六 条 の 三 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 又 は 法 第

十 八 条 第 五 項 た だ し 書 の

規 定 に よ る 特 定 構 造 計 算

基 準 又 は 特 定 増 改 築 構 造

計 算 基 準 に よ り 計 画 さ れ

た 建 築 物 に 係 る 法 第 六 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認

又 は 法 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 通 知 （ 省 令 第

三 条 の 十 三 第 二 項 の 規 定

に よ り 法 第 六 条 の 三 第 一

項 た だ し 書 の 規 定 に よ る

審 査 を 行 う こ と を 公 表 し

て い な い 場 合 で あ っ て 、

建 設 事 務 所 の 建 築 主 事 が

法 第 六 条 の 三 第 一 項 た だ

し 書 の 規 定 に よ る 建 築 主

事 で な い と き の 当 該 建 設

事 務 所 に 係 る 確 認 又 は 通

知 及 び 前 号 に 掲 げ る 事 務

を 除 く 。 ）  

（ 三 ）  （ 略 ）  

三 重 県 全 域

（ 津 市 、 四

日 市 市 、 松

阪 市 、 桑 名

市 及 び 鈴 鹿

市 を 除 く 。 ） 

三 重 県 県 土

整 備 部  

  一  （ 一 ）  （ 略 ）  

（ 二 ） 法 第 六 条 の 三 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 又 は 法 第

十 八 条 第 四 項 た だ し 書 の

規 定 に よ る 特 定 構 造 計 算

基 準 又 は 特 定 増 改 築 構 造

計 算 基 準 に よ り 計 画 さ れ

た 建 築 物 に 係 る 法 第 六 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認

又 は 法 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 通 知 （ 省 令 第

三 条 の 十 三 第 二 項 の 規 定

に よ り 法 第 六 条 の 三 第 一

項 た だ し 書 の 審 査 を 行 う

こ と を 公 表 し て い な い 場

合 で あ っ て 、 建 設 事 務 所

の 建 築 主 事 が 法 第 六 条 の

三 第 一 項 た だ し 書 の 建 築

主 事 で な い と き の 当 該 建

設 事 務 所 に 係 る 確 認 又 は

通 知 及 び 前 号 に 掲 げ る 事

務 を 除 く 。 ）  

 

（ 三 ）  （ 略 ）  

三 重 県 全 域

（ 津 市 、 四

日 市 市 、 松

阪 市 、 桑 名

市 及 び 鈴 鹿

市 を 除 く 。 ） 

三 重 県 県 土

整 備 部  
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             二  （ 一 ）  （ 略 ）  

（ 二 ） 法 第 七 条 第 四 項 、 法

第 七 条 の 三 第 四 項 並 び に

法 第 十 八 条 第 二 十 一 項 及

び 第 二 十 九 項 （ こ れ ら の

規 定 を 法 第 八 十 七 条 の 四

及 び 法 第 八 十 八 条 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 検 査  

（ 三 ） 法 第 七 条 の 六 第 一 項

第 二 号 及 び 法 第 十 八 条 第

三 十 八 項 第 二 号 の 規 定 に

よ る 認 定  

桑 名 郡  員

弁 郡  い な

べ 市  

三 重 県 桑 名

建 設 事 務 所  

  二  （ 一 ）  （ 略 ）  

（ 二 ） 法 第 七 条 第 一 項 、 法

第 七 条 の 三 第 二 項 並 び に

法 第 十 八 条 第 十 七 項 及 び

第 二 十 項 （ こ れ ら の 規 定

を 法 第 八 十 七 条 の 四 及 び

法 第 八 十 八 条 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る 検 査  

（ 三 ） 法 第 七 条 の 六 第 一 項

第 二 号 及 び 法 第 十 八 条 第

二 十 四 項 第 二 号 の 規 定 に

よ る 認 定  

桑 名 郡  員

弁 郡  い な

べ 市  

三 重 県 桑 名

建 設 事 務 所  

 

  三 重 郡  亀

山 市  

三 重 県 四 日

市 建 設 事 務

所  

   三 重 郡  亀

山 市  

三 重 県 四 日

市 建 設 事 務

所  

 

  多 気 郡  三 重 県 松 阪

建 設 事 務 所  

   多 気 郡  三 重 県 松 阪

建 設 事 務 所  

 

  度 会 郡  伊

勢 市  

三 重 県 伊 勢

建 設 事 務 所  

   度 会 郡  伊

勢 市  

三 重 県 伊 勢

建 設 事 務 所  

 

  鳥 羽 市  志

摩 市  

三 重 県 志 摩

建 設 事 務 所  

   鳥 羽 市  志

摩 市  

三 重 県 志 摩

建 設 事 務 所  

 

  伊 賀 市  名

張 市  
三 重 県 伊 賀

建 設 事 務 所  

   伊 賀 市  名

張 市  

三 重 県 伊 賀

建 設 事 務 所  

 

  北 牟 婁 郡 

尾 鷲 市  

三 重 県 尾 鷲

建 設 事 務 所  

   北 牟 婁 郡  

尾 鷲 市  

三 重 県 尾 鷲

建 設 事 務 所  

 

  南 牟 婁 郡 

熊 野 市  

三 重 県 熊 野

建 設 事 務 所  

   南 牟 婁 郡  

熊 野 市  

三 重 県 熊 野

建 設 事 務 所  

 

            

第 四 号 様 式 の 二 中 「 第 6 条の 2 第 5 項 」 を  

「  第 6 条の 2 第 5 項 

に 改 め る 。  
  第 18 条第 18 項  」  

第 十 号 様 式 の 四 中 「 建築基準法第条 」 を 「建築基準法 」 に 改 め る 。  

第 二 条  建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 書 類 の 経 由 ）  （ 書 類 の 経 由 ）  

第 三 条  法 、 政 令 、 省 令 、 条 例 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ

り 、 知 事 又 は 建 築 主 事 に 提 出 す る 申 請 書 、 届 書 及 び 通

知 書 （ 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 に 限

る 。 ） は 、 当 該 申 請 、 届 出 又 は 通 知 に 係 る 道 路 又 は 建

築 物 若 し く は 工 作 物 の 敷 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町

の 長 に 提 出 し 、 建 設 事 務 所 の 長 （ 以 下 「 所 長 」 と い う 。 ）

を 経 由 す る も の と す る 。 た だ し 、 法 第 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 完 了 検 査 申 請 書 、 法 第 十 八 条 第 二 十 項 の 規 定

に よ る 工 事 完 了 通 知 書 、 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に

よ る 中 間 検 査 申 請 書 及 び 法 第 十 八 条 第 二 十 八 項 の 規

定 に よ る 特 定 工 程 工 事 終 了 通 知 書 （ こ れ ら の 規 定 を 法

第 八 十 七 条 の 四 又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第

二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第 十 五 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 届 書 、 法 第 七 十 七 条 の 二 十 一 に 規 定

す る 指 定 確 認 検 査 機 関 （ 以 下 「 指 定 確 認 検 査 機 関 」 と

い う 。 ） か ら 提 出 さ れ る 申 請 書 及 び 届 書 、 法 第 八 十 七

条 の 四 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 確 認 申 請 書 並 び に 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準 用

す る 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 を 除

く 。  

第 三 条  法 、 政 令 、 省 令 、 条 例 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ

り 、 知 事 又 は 建 築 主 事 に 提 出 す る 申 請 書 、 届 書 及 び 通

知 書 （ 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 に 限

る 。 ） は 、 当 該 申 請 、 届 出 又 は 通 知 に 係 る 道 路 又 は 建

築 物 若 し く は 工 作 物 の 敷 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町  

の 長 に 提 出 し 、 建 設 事 務 所 の 長 （ 以 下 「 所 長 」 と い う 。 ）

を 経 由 す る も の と す る 。 た だ し 、 法 第 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 完 了 検 査 申 請 書 、 法 第 十 八 条 第 二 十 項 の 規 定

に よ る 工 事 完 了 通 知 書 、 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に

よ る 中 間 検 査 申 請 書 及 び 法 第 十 八 条 第 二 十 八 項 の 規

定 に よ る 特 定 工 程 工 事 終 了 通 知 書 （ こ れ ら の 規 定 を 法

第 八 十 七 条 の 四 又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第

二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第 六 条 の 二

第 一 項 に 規 定 す る 確 認 を 受 け よ う と す る 建 築 物 の 計 画

に 係 る 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 書 、 法 第 七 十

七 条 の 二 十 一 に 規 定 す る 指 定 確 認 検 査 機 関 （ 以 下 「 指

定 確 認 検 査 機 関 」 と い う 。 ） か ら 提 出 さ れ る 申 請 書 及

び 届 書 、 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 申 請 書 並 び に 法 第 八 十 七 条 の

四 に お い て 準 用 す る 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計

画 通 知 書 を 除 く 。  

（ 中 間 検 査 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 ）  （ 中 間 検 査 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 ）  

第 八 条 の 三  省 令 第 四 条 の 八 第 一 項 第 四 号 （ 省 令 第 四 条 第 八 条 の 三  省 令 第 四 条 の 八 第 一 項 第 四 号 （ 省 令 第 四 条

令和7年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

13



の 十 一 の 二 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則

で 定 め る 書 類 は 、 中 間 検 査 の 申 請 に 関 す る 工 事 監 理 報

告 書 （ 第 五 号 様 式 の 二 ） に よ る ほ か 知 事 が 必 要 と 認 め

る 図 書 （ 法 第 六 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 建 築 物 に あ

っ て は 、 こ れ ら の 書 類 等 に 加 え 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 建

築 物 の 構 造 種 別 等 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

図 書 ） を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ

れ ら の 図 書 の う ち 既 に 建 築 主 事 又 は 指 定 確 認 検 査 機

関 に 提 出 し た 図 書 に つ い て は 、 同 種 の 図 書 を 添 付 す る

こ と を 要 し な い 。  

の 十 一 の 二 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則

で 定 め る 書 類 は 、 中 間 検 査 の 申 請 に 関 す る 工 事 監 理 報

告 書 （ 第 五 号 様 式 の 二 ） に よ る ほ か 知 事 が 必 要 と 認 め

る 図 書 （ 法 第 六 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 建 築 物 に あ

っ て は 、 こ れ ら の 書 類 等 に 加 え 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 建

築 物 の 構 造 種 別 等 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

図 書 ） を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ

れ ら の 図 書 の う ち 既 に 建 築 主 事 又 は 指 定 確 認 検 査 機  

 関 に 提 出 し た 図 書 に つ い て は 、 同 種 の 図 書 を 添 付 す る

こ と を 要 し な い 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

（ 建 築 物 の 定 期 報 告 ）  （ 建 築 物 の 定 期 報 告 ）  

第 九 条  （ 略 ）  第 九 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  建 築 物 の 定 期 調 査 報 告 に お け る 調 査 及 び 定 期 点 検

に お け る 点 検 の 項 目 、 方 法 及 び 結 果 の 判 定 基 準 並 び に

調 査 結 果 表 を 定 め る 件 （ 平 成 二 十 年 国 土 交 通 省 告 示 第

二 百 八 十 二 号 ） 第 二 の 規 定 に よ り 規 則 で 付 加 す る 調 査

項 目 等 は 、 次 の 表 の （ い ） 欄 に 掲 げ る 項 目 に 応 じ 、 同

表 （ ろ ） 欄 に 掲 げ る 方 法 に よ り 実 施 し 、 そ の 結 果 が 同

表 （ は ） 欄 に 掲 げ る 判 定 基 準 に 該 当 し て い る か ど う か

を 判 定 す る こ と と す る 。  

 

  

（ い ）  調 査 項 目  

（ ろ ） 調 査 の 方

法  

（ は ） 判 定 基

準  

  

 建 築
物 の

内 部  

防 火 設 備

（ 防 火

扉 、 防 火

シ ャ ッ タ

ー そ の 他

こ れ ら に

類 す る も

の に 限

る 。 以 下

こ の 表 に

お い て 同

じ 。 ） 又

は 戸 （ 令

第 百 十 二

条 第 十 九

項 第 二 号

に 掲 げ る

戸 に 限

る 。 以 下

こ の 表 に

お い て 同

じ 。 ）  

常 時 閉 鎖

し た 状 態

に あ る 防

火 扉 （ 各

階 の 主 要

な も の に

限 る 。 以

下 「 常 閉

防 火 扉 」

と い う 。 ）

の 閉 鎖 又

は 作 動 の

障 害 と な

る 物 品 の

放 置 並 び

に 照 明 器

具 及 び 懸

垂 物 等 の

状 況  

目 視 又 は こ れ に

類 す る 方 法 （ 以 下

「 目 視 等 」 と い

う 。 ） に よ り 確 認

す る 。  

物 品 が 放 置 さ

れ て い る こ と

等 に よ り 常 閉

防 火 扉 の 閉 鎖

又 は 作 動 に 支

障 が あ る こ と 。 

  

  常 閉 防 火

扉 の 取 付

け の 状 況  

目 視 等 又 は 触 診

に よ り 確 認 す る 。 

取 付 け が 堅 固

で な い こ と 。  

  

  常 閉 防 火

扉 の 扉 、

枠 及 び 金  

目 視 等 に よ り 確

認 す る 。  

変 形 、 損 傷 又 は

著 し い 腐 食 に

よ り 遮 炎 性 能  
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  物 の 劣 化

及 び 損 傷

の 状 況  

 又 は 遮 煙 性 能

（ 政 令 第 百 十

二 条 第 十 九 項

第 二 号 に 規 定

す る 特 定 防 火

設 備 又 は 防 火

設 備 に 限 る 。 ）

に 支 障 が あ る

こ と 。  

  

  常 閉 防 火

扉 の 固 定

の 状 況  

目 視 等 に よ り 確

認 す る 。  

常 閉 防 火 扉 が

開 放 状 態 に 固

定 さ れ て い る

こ と 。  

  

  人 の 通 行

の 用 に 供

す る 部 分

に 設 け る

常 閉 防 火

扉 の 作 動

の 状 況  

扉 の 閉 鎖 時 間 を

ス ト ッ プ ウ ォ ッ

チ 等 に よ り 測 定

し 、 扉 の 質 量 に よ

り 運 動 エ ネ ル ギ

ー を 確 認 す る と

と も に 、 必 要 に 応

じ て プ ッ シ ュ プ

ル ゲ ー ジ 等 に よ

り 閉 鎖 力 を 測 定

す る 。 た だ し 、 三

年 以 内 に 実 施 し

た 点 検 の 記 録 が

あ る 場 合 に あ っ

て は 、 当 該 記 録 に

よ り 確 認 す る こ

と を も っ て 足 り

る 。  

防 火 区 画 に 用

い る 防 火 設 備

等 の 構 造 方 法

を 定 め る 件 （ 昭

和 四 十 八 年 建

設 省 告 示 第 二

千 五 百 六 十 三

号 ） 第 一 第 一 号

の 規 定 に 適 合

し な い こ と 。  

  

  居 室 の 換

気  

換 気 設 備

の 作 動 の

状 況  

各 階 の 主 要 な 換

気 設 備 の 作 動 を

確 認 す る 。  

換 気 設 備 が 作

動 し な い こ と 。 

  

  換 気 の 妨

げ と な る

物 品 の 放

置 の 状 況  

目 視 等 に よ り 確

認 す る 。  

換 気 の 妨 げ と

な る 物 品 が 放

置 さ れ て い る

こ と 。  

  

 避 難
施 設

等  

特 別 避 難

階 段  

階 段 室 又

は 付 室 の

排 煙 設 備

の 作 動 の

状 況  

各 階 の 主 要 な 排

煙 設 備 の 作 動 を

確 認 す る 。  

排 煙 設 備 が 作

動 し な い こ と 。 

  

  防 煙 壁  可 動 式 防

煙 壁 の 作

動 の 状 況  

各 階 の 主 要 な 可

動 式 防 煙 壁 の 作

動 を 確 認 す る 。  

可 動 式 防 煙 壁

が 作 動 し な い

こ と 。  

  

  排 煙 設 備  排 煙 設 備

の 作 動 の

状 況  

各 階 の 主 要 な 排

煙 設 備 の 作 動 を

確 認 す る 。  

排 煙 設 備 が 作

動 し な い こ と 。 
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          非 常 用 エ

レ ベ ー タ

ー  

昇 降 路 又

は 乗 降 ロ

ビ ー の 排

煙 設 備 の

作 動 の 状

況  

各 階 の 主 要 な 排

煙 設 備 の 作 動 を

確 認 す る 。  

排 煙 設 備 が 作

動 し な い こ と 。 

  

  非 常 用 の

照 明 装 置  

非 常 用 の

照 明 装 置

の 作 動 の

状 況  

各 階 の 主 要 な 非

常 用 の 照 明 装 置

の 作 動 を 確 認 す

る 。  

非 常 用 の 照 明

装 置 が 作 動 し

な い こ と 。  

  

  照 明 の 妨

げ と な る

物 品 の 放

置 の 状 況  

目 視 等 に よ り 確

認 す る 。  

照 明 の 妨 げ と

な る 物 品 が 放

置 さ れ て い る

こ と 。  

  

  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 一  第 二 条 の 規 定 （ 第 三 条 の 改 正 規 定 及 び 第 八 条 の 三 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ）  令 和 七 年 四 月 一 日  

 二  第 二 条 の 規 定 （ 第 三 条 の 改 正 規 定 及 び 第 八 条 の 三 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ）  令 和 七 年 七 月 一 日  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  前 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 第 二 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 建 築 物 の 定 期 調 査 報 告 に

お け る 調 査 及 び 定 期 点 検 に お け る 点 検 の 項 目 、 方 法 及 び 結 果 の 判 定 基 準 並 び に 調 査 結 果 表 を 定 め る 件 等 の 一 部

を 改 正 す る 告 示 （ 令 和 六 年 国 土 交 通 省 告 示 第 九 百 七 十 四 号 ） に よ る 改 正 前 の 建 築 物 の 定 期 調 査 報 告 に お け る 調

査 及 び 定 期 点 検 に お け る 点 検 の 項 目 、 方 法 及 び 結 果 の 判 定 基 準 並 び に 調 査 結 果 表 を 定 め る 件 （ 平 成 二 十 年 国 土

交 通 省 告 示 第 二 百 八 十 二 号 ） の 規 定 に よ る 調 査 結 果 表 （ 別 記 第 一 号 ） に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、

所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

３  第 二 号 施 行 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 規 定 よ り 行 わ れ た 調 査 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

令和7年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外
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